
・教育委員会からの推薦数減（教育委員会としての　
　推薦メリットが少ない）
・平成19年度から退職教師を派遣する「シニア枠」
　を創設（令和４年度は372名／1,327名）
・平成29年度応募から「姉妹都市交流枠」を創設

□小学校教師の英語力強化を目的とした優先配置
　(補習校と日本人学校への若手教師併任派遣)
□外国人児童生徒等の増への対応強化を目的とし
　た優先配置（ポルトガル、中国、フィリピン等）
□オリンピック・パラリンピックのホストタウンとし
　て交流を図っている国や地域への優先配置
□特色ある在外教育施設への配置を自治体等が希
　望できる公募制度の創設
□国内講師や現地学校採用教師などの教師予備軍
　を派遣する「プレ枠」の創設
□教育実習先として日本人
　学校への受入れを可能と
　する制度の創設

□「高度グローバル人材育成拠点事業」※の積極
　的発信
※「高度グローバル人材育成拠点事業」（2017～）
～令和４年度取組～【海外子女教育振興財団委託】 
　・グローバル人材の基礎的資質形成プログラム開発（香港日）
　・日本人学校日本語指導プログラムの開発（台北日）
　・補習校日本語能力向上プログラム開発（ダラス補）
　・日本文化発信拠点プログラム開発（西大和、アスンシオン）
　・特別支援教育遠隔指導プログラム開発（2018～）
　　　（特別支援教育総合研究所）
　・ＩＣＴを活用した遠隔での教育の質向上プログラム（2019～）

□在外教育施設重点支援プラン（2022～）
　・「教育改革プログラム」の特色ある研究開発
　・「教育DX推進プログラム」の特色ある研究開発
　・「グローバル連携拠点形成プログラム」の特色ある研究開発

□帰国教師を積極的に活用するためのネットワーク構築
□文部科学大臣優秀教職員表彰において、在外
　教育施設での派遣経験を考慮して選考
□グローバル教師やキャリアパスに焦点を当てた
 「トビタテ！グローバル教師フォーラム」を開催
 （2018/8/20）
□派遣教師の経験を国内で活用するための課題
　について考える「第２回トビタテ！グローバル
　教師フォーラム」を開催（2019/8/5）
□帰国教師の能力や知識、経験を国内の学校に
　おいて還元・共有できるグローバル教師
　ポータルサイトを開設。
□帰国教師による「今後の日本
　の教育とグローバル教師の
　役割」についてオンライン
　ディスカッション

・平成29年度から特色あるプログラムを開発する
「高度グローバル人材育成拠点事業」開始
・令和４年度から在外教育施設における教育の内
  容及び方法の充実強化を講ずるため「在外教育
  施設重点支援プラン」を開始

・帰国教師を面接選考試験官や研修講師、巡回　
　指導員等として活用
・都道府県毎に企画される帰国教師報告会や国
　際理解教育研修などの講師として活躍
・帰国後の人事配置や評価への活用不十分

「選ばれる在外教育施設」づくりに向け、優れた教育プログラムへの重点的な
支援により特色ある研究開発による教育の高度化を図るとともに、教育・運営
に係る指導・助言を行う「在外教育アドバイザー」を設置するなど、在外教育施
設ならではの教育の充実のほか、在外教育施設の教育に精通した教育関係者
を補習授業校へ派遣し、補習校特有の課題に対する指導・助言を実施。

帰国教師の知識・経験を国内の教育に還元・共有する
ため、帰国教師間のネットワークを構築する。

補習授業校で教える教師のため、学習指導要領改訂に伴い小
学校国語や算数、中学校国語や数学の教科書の内容を踏まえ
た指導計画や指導案等の資料集を作成。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/003.htm#a22

対象校の校舎借用等の経費の一部を支援。

対象校の工事費等経費の一部を支援。

対象校の現地採用教師・講師の基本給与の
一部を支援。

対象校の警備謝金や警備機器維持管理経費の一部を支援。

「選ばれる在外教育施設づくり」に向けた特色化を推進
するため、在外教育施設ならではの教育プログラムや
国際交流の促進等、優れた教育プログラムを支援。

公益財団法人海外子女教育振興財団が行う日本人学校・私立在外教育施設へ
の教材整備（2020年度から図書を充実）、補習授業校への教材整備に対して、
文部科学省が経費を援助。

海外で生活する義務教育段階の子供を対象に、原則として、国内で最も多く採
択されている教科書を無償で配布。

日本国内の高等学校等の生徒に対して授業料を支援する「高等学校等就学支援
金」と同等の支援を在外教育施設の高等部に在籍する日本人高校生にも実施。

いじめ・不登校等の専門的な教育相談を要する児童生徒等が在籍する在外教育施
設に、国内の専門家から教師や児童生徒に対するカウンセリング等を実施する。 ハノイ日本人学校　タブレットを活用した授業

在外教育施設における教育の振興に関する法律　概要
2022年6月、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」が議員立法として成立されました。これまで、在外教育施設に対する支援は政策として実施してきて
おりましたが、教育の振興について、法的な位置づけができたことになります。基本的施策として７つの項目が規定されています。

（検討）
　①　海外から帰国した児童生徒であって日本語に通じないものに対する支援の一層の充実
　②　在留邦人の子のために海外に設置された教育施設における小学校就学前子どもに対する教育の実態調査・当該教育施設における小学校就学前子どもに対する教育の内容

基本理念
在外教育施設における教育の振興は、次の事項を基本理念として行わなければならないこと。
１　在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること。
２　在外教育施設における教育環境と国内の学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること。
３　在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養と我が国に対する諸外国の理解の増進が図られるようにすること。

国の責務等
国の責務・連携の強化・財政上の措置等

基 本 方 針
１　文部科学大臣・外務大臣は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めなければならないこと。
２　基本方針においては、次の事項を定めるものとすること。　　　　　　
　①　在外教育施設における教育の振興の基本的な方向に関する事項　　　
　②　在外教育施設における教育の振興の内容に関する事項　　　
　③　①・②のほか、在外教育施設における教育の振興に関する重要事項
３　検討（おおむね5年ごと）・公表　

基本的施策
１ 教職員の確保　　２ 教職員に対する研修の充実等　　３ 教育の内容及び方法の充実強化　　４ 適正かつ健全な運営の確保
５ 安全対策等　　６ 在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進等　　７ 調査研究の推進等

▶帰国教師ネットワーク構築事業

▶在外教育施設重点支援プラン

在外教育施設の教育や運営について、「在外教育アドバイザー」が在外教育施設からの相談に
対し指導・助言を行う。

▶在外教育アドバイザーの設置

新型コロナウイルス感染症の世界的な影響により在外教育施設
（日本人学校（高等部を含む）、私立在外教育施設（高等部を含む）、
補習授業校）に生じた様々な課題に対応し、児童生徒の学びの
保障を図り、非常時でも途切れない教育体制を強化するために、
公益財団法人海外子女教育振興財団が行う、在外教育施設による
感染症対策の取組に対する支援に係る費用を補助。

在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針【概要】
※在外教育施設における教育の振興に関する法律に基づき、文部科学大臣・外務大臣が策定

在外教育施設における教育の振興の基本的な方向

在外教育施設における教育の振興の内容に関する事項

１ 在留邦人の子の学びの保障 ２ 国内同等の学びの環境整備 ３ 在外教育施設ならではの教育の充実

１ 在外教育施設の教職員の確保
•日本人学校における義務標準法に準じた教員配置の計画的実現
•給与相当額を派遣元に支給する委託費の計画的な支給率の改善
•英語力強化優先推薦枠等の「優先推薦枠」の拡充と周知の強化
•在外教育施設で働く意義や経験者の活用事例等の広報・周知
•在外教育施設における多様な人材の活用促進 等

２ 在外教育施設の教職員に対する研修の充実等
•派遣教師や現地採用教師の事前研修・オンライン研修の充実
•教員養成大学・教職大学院等と在外教育施設との連携促進
•所属元と派遣教師による明確な派遣目標の設定促進等
•在外教育施設における教育経験の国内学校への還元促進
•学校や教育委員会等に対する派遣教師の戦略的配置の促進 等

３ 在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化
•在外教育施設同士をつなぐオンラインによるネットワーク構築の推進
•日本人学校におけるＧＩＧＡスクール構想の実現
•国内における検討状況も踏まえたデジタル教科書の活用促進
•「選ばれる在外教育施設」づくりに向けた、先導的な特色ある研究開発の支援
•在外教育施設ならではの特色ある教育を推進するための柔軟な教育課程編制
や柔軟な人事配置の更なる推進

•幼児教育、高等学校教育、特別支援教育の支援方策の検討
•多様な主体との連携推進を通じた、いじめ、不登校、虐待への対応の充実等

４ 在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保
•日本人学校における中長期的な教育・運営に関する目標・計画（３～５年）の策
定・公表の促進

•「在外教育アドバイザー」の委嘱による教育・運営に関する指導・支援体制強化
•校舎借料の一部、現地採用教師・講師の給与の一部支援 等

５ 在外教育施設の安全対策等
•在外公館から在外教育施設関係者を含む在留邦人への安全情報の提供
•警備員雇用・警備機器維持管理経費の一部支援
•外部専門業者による施設の安全対策評価

６ 在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進等
•海外の学校との交流等を通じて日本型教育や日本文化を積極的に発信
•国内外のリソースの活用による外国籍・国際結婚家庭などの日本語指導が必
要な児童生徒等への支援の充実

７ 調査研究の実施等
•「選ばれる在外教育施設」づくりに向けた先導的な特色ある研究開発の支援

８ その他
•帰国後に日本語能力に課題を抱える児童生徒に対して日本語指導を充実させ
るための取組の一層の充実

•文部科学省と外務省の連携強化、関係機関等との連携・協働の推進 •基本方針の見直し（おおむね５年ごとに検討）
その他在外教育施設における教育の振興に関する重要事項


